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第1章 背景  

 

 1-1 地球温暖化問題に関する国内外の動向 

「地球温暖化」は、人間の産業活動等により排出される二酸化炭素、メタン等の温室効果

ガスの増加により、海水面の上昇、異常気象の増加及び生態系への影響等が懸念されており、

日本国内だけでなく世界中での対応が求められています。 

 

（１）海外の地球温暖化対策に係る動き 

平成 27 年（2015 年）11月～12 月にフランスのパリにおいて気候変動枠組条約第 21回

締約国会議(COP21)が開催され、全ての国が参加し、公平かつ実効的な枠組みとなる「パ

リ協定」が採択され、平成 28年（2016 年）11 月には「パリ協定」が発効されました。平

成 29年（2017 年）11月には、気候変動枠組条約第 23回締約国会議(COP23)において「パ

リ協定」の実施指針作成に向けた合意文書等が採択されました。 

 

 

（２）国の政策動向 

日本国内では、「パリ協定」等を踏まえ「地球温暖化対策計画」が閣議決定され(平成 28

年（2016 年）5月)、以下の目標が定められました。 

・平成 42 年度(2030 年度)に温室効果ガス排出量を平成 25 年度(2013 年度)比 26.0%減

(中期目標) 

・役場等の事務事業である業務部門では、平成 42年度(2030 年度)に温室効果ガス排出

量を平成 25 年度(2013 年度)比 40%削減 

・都道府県及び市町村は、本計画に即して、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガス

の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策

定・実施 

 

（３）愛知県の政策動向 

愛知県では、「あいち地球温暖化防止戦略」を平成 17 年（2005 年）1月に策定しました

が、これを見直し、平成 24年（2012 年）2月に策定した「あいち地球温暖化防止戦略 2020」

において、以下の目標が定められました。 

・平成 32年度(2020 年度)に温室効果ガス排出量を平成 2年度(1990 年度)比 15%減 

・役場等の事務事業である業務部門では、平成 32年度(2020 年度)に温室効果ガス排出

量を平成 2年度(1990 年度)比 15%削減 
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（４）大口町のこれまでの取組 

大口町では、平成 28年 3月に「第１次大口町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」(以

下、「第１次計画」という。) 及び「大口町地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定

し、役場や保育園等の公共施設における緑のカーテンの設置による省エネルギー対策の推

進、クールビズ等、地球温暖化防止に向けた行動を行っています。 

 

＜近年の地球温暖化問題をめぐる動向＞ 

平成 24 年 

（2012 年）2月 

あいち地球温暖化防止 

戦略 2020（愛知県） 

平成 32 年度（2020 年度）に温室効果ガス排

出量を平成 2 年度（1990 年度）比で 15%削

減することを目指す 

平成 27 年 

（2015 年）7月 

日本の約束草案（日本） 平成 42 年度（2030 年度）までに温室効果ガ

ス排出量を平成 25 年度（2013 年度）比で

26％削減することをめざす 

平成 27 年 

（2015 年）12 月 

パリ協定（国際条約） 

採択 

・燃やすと大量の CO2を排出する化石燃料か

ら、CO2をほとんど排出しない自然エネル

ギーに転換することにより、エネルギー

利用による世界の温室効果ガス排出を実

質ゼロにすることをめざす 

・平成 17 年（2005 年）に発効した京都議定

書に続く温暖化対策の国際合意で、先進

国に加え、途上国が温暖化ガス排出抑制

に取り組む枠組みは初めてとなる 

平成 28 年 

（2016 年）3月 

大口町地球温暖化対策

実行計画(区域施策編) 

「あいち地球温暖化防止戦略 2020」（愛知

県）の削減目標と同じ目標を設定 

・平成 32年度(2020年度)に温室効果ガス排

出量を平成 2年度(1990 年度)比 15%減 

・役場等の事務事業である業務部門では、平

成 32年度(2020 年度)に温室効果ガス排出

量を平成 2年度(1990 年度)比 15%削減 

平成 28 年 

（2016 年）5月 

地球温暖化対策計画 

（日本） 

・「業務その他部門」平成 42 年度(2030 年

度)までに温室効果ガス排出量を平成 25

年度(2013 年度)比で 4 割削減することを

めざす 

・平成 60 年度（2050 年度）までに温室効果

ガス排出量を平成 25 年度（2013 年度）比

で 80％削減することをめざす 

平成 28 年 

（2016 年）11 月 

パリ協定（国際条約） 

発効 

・平成 27年（2015 年）12月に採択されたパ

リ協定が発効されたことにより、世界が

一丸となって地球温暖化対策に取り組む

こととなった 
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 1-2 事務事業編の基本方針 

（１）事務事業編の法的位置づけ 

第 2次大口町地球温暖化対策実行計画（事務事業編） (以下、「第 2次計画」とい

う。) は、「第 7 次 大口町総合計画」(平成 28年 5 月) を上位計画とし、「地球温暖化

対策の推進に関する法律」 (平成 10 年 法第 117 号、最終改正：平成 28年 5 月 法第 50

号) (以下、「温対法」という。)及び「地球温暖化対策計画」 (平成 28 年 5月 閣議決

定) に基づき策定します。 

 

 

（２）大口町における上位計画との関係 

第 2次計画は、「あいち地球温暖化防止戦略 2020」(平成 24年 2月、愛知県)、「大口

町公共施設等総合管理計画」(平成 29年 3 月)、「丹羽広域事務組合地域水道ビジョン」 

(平成 21年 3 月、丹羽広域事務組合)等と連携・整合を取りつつ策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 大口町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）の位置づけ 
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第2章 計画改定の趣旨 

 

 2-1 これまでの策定、改定の経緯及び旧計画の概要 

大口町では、温対法に基づき、庁内の省エネ・省資源、廃棄物の減量化などに関わる取組

を推進し、温室効果ガス排出量を削減することを目的に、第 1次計画を策定し、平成 28年

度（2016 年度）から平成 32 年度（2020 年度）の５年間を計画期間とし、取組を推進してき

ました。 

 

 2-2 温室効果ガス総排出量の算定範囲及び算定方法 

第 1次計画の範囲は、大口町の全ての事務事業の執行に関するものとし、温室効果ガスの

種類は、温対法第 2条第 3項に定められている温室効果ガス（7種類）のうち、第 1次計画

では排出量の多くを占めている二酸化炭素（CO2）を対象としました。 

算定方法は、エネルギー使用量に各 CO2排出係数を乗じる方法により、排出係数は前年度

実績値としました。 

 

 2-3 温室効果ガス総排出量の推移及び内訳 

温室効果ガス総排出量は、図-2 に示すとおり、平成 25 年度（2013 年度）の 3,048t-CO2

に対し、平成 28 年度（2016 年度）には、25％減少の 2,290t-CO2でした。減少は、電気の使

用に伴うもので、排出係数が小さな新電力に平成 25 年（2013 年）6月に変更したことが大

きく影響していると考えられます。 

  

図-2 エネルギー起源の CO2 排出量（エネルギー種別） 

H25 H26 H27 H28

軽油 5 5 5 5

ガソリン 41 39 39 34

重油 33 33 43 27

ＬＰガス 282 258 250 267

都市ガス 605 501 501 609

電気 2,082 1,740 1,542 1,347
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また、組織区分毎にみると、管理施設の稼働時間が長く、かつ電気使用量が大きい学校施

設や生涯学習関連施設、庁舎等で大きく減少しています。 

 

図-3 組織区分毎のエネルギー起源 CO2排出量 

 

 2-5 第 1 次計画の取組の実施状況及び目標達成状況 

第 1 次計画に基づき、平成 28～29 年度には電気の使用に関する日々の省エネの取組や、

物品購入の際の環境配慮、用紙類の節約、公用車使用の配慮、資源化・リサイクルに係る取

組等を実施するとともに、庁舎等の設備・機器や公用車の管理・運用等において、環境配慮

に取り組んできました。 

第 1 次計画では、平成 26 年度（2014 年度）を基準年度とし、平成 32 年度（2020 年度）

に 3％削減を目標に掲げました。建築物のエネルギー起源の温室効果ガス排出量をみると、

平成 27 年度（2015 年度）及び 28 年度（2016 年度）には、それぞれ基準年度比で-7.6％、

-11.1％を達成しました。 

表-1 目標達成状況(エネルギー起源の温室効果ガス排出量) 

年度 
H25 

(2013) 
H26 

(2014) 
H27 

(2015) 
H28 

(2016) 
 
 

・・・ 

H32 
(2020) 

CO2排出量 
(t-CO2) 

3,048 2,577 2,381 2,290 2,500 

目標 
達成状況 

- 基準年 
▲7.6% ▲11.1% ▲3% 

H26 比 

注 1：建築物のエネルギー使用に伴う CO2 排出量のみの値 

注 2：平成 32 年度の CO2排出量は平成 26 年度 CO2排出量及び旧計画目標から算出した。 

H25 H26 H27 H28

公用車 47 44 44 39

町民安全・地域振興 141 127 72 81

給食センター 285 261 258 245

都市整備 184 181 180 204

建設課 27 27 0 0

福祉こども 229 141 123 144

行政課 197 152 150 117

健康生きがい 306 313 288 266

生涯学習 1,000 807 788 688

学校教育 632 524 478 505
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第1次計画の取組に対する評価をまとめた結果を表-2に示します。取組の成果としては、

職員一人一人の日々の省エネの取組に加え、環境負荷低減のための機器導入、設備改修等の

成果として、温室効果ガス排出量は平成 28年度に基準年度（平成 26 年度（2014 年度））比

で 11.1％削減となりました。 

 

表-2 第 1次計画の取組に対する評価 

項目 取組に対する評価 

推進した

取組 

日常業務に関する

取組 

・照明の on/off をこまめに実施するなど、日

常業務における省エネの取組が徹底実施し

た。 

庁舎・施設管理所

属職員等の取組 

・人感センサー、節水器具導入等、環境負荷

低減のための機器を一部導入した。 

・平成 26～28 年度に省エネタイプの LED 照明

器具に一部改修した。 

温室効果ガス排出量 ・平成 26年度（2014 年度）比で平成 28 年度

（2016 年度）は 11.1％削減が達成できた。 

 

 

 2-6 計画改定の方針 

平成 28 年度（2016 年度）の「パリ協定」及び「地球温暖化対策計画」の閣議決定を踏ま

え、役場等の事務事業である業務部門では、平成 42 年度(2030 年度)に温室効果ガス排出量

を平成 25年度(2013 年度)比 40%削減が目標に掲げられ、地方公共団体にも、率先した行動

が求められています。 

第 1次計画では、平成 32年度（2020 年度）に平成 26 年度比で 3％削減という目標を掲げ

たところですが、このような国全体の動向や、平成 28年度（2016 年度）の達成状況等を踏

まえ、今後は更なる高い削減目標を掲げ、地球温暖化対策に取り組む必要があります。そこ

で、公共施設の大規模改修等の機会と併せた設備改修等について検討を行い、「第 2次大口

町地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」として目標等の見直しを行いました。 

なお、見直しに際し、「地方公共団体実行計画（事務事業編）策定・実施マニュアル（本

編）（ver1.0）」（平成 29年 3 月、環境省）（以下、「環境省マニュアル」とします。）に基づ

き、電力の排出係数は当該年度の排出係数を用いることとしました。 
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第3章 計画の基本事項 

 

 3-1 目的 

大口町では、温対法に基づき、庁内の省エネ・省資源、廃棄物の減量化などに関わる取組

を推進し、温室効果ガス排出量を削減することを目的に、第 2次計画を策定し、取組を推進

していきます。 

 

温対法第 21 条 (抜粋) 

 

 3-2 計画期間、見直し予定時期 

平成 30 年度(2018 年度)から平成 42 年度(2030 年度)の 12 年間を計画期間とし、第 2

次計画の基準年度は平成 25 年度(2013 年度)とします。 

 

 3-3 対象範囲 

第 2次計画の対象範囲は、大口町の全事業拠点の事務及び事業とします（資料編参

照）。 

 

 3-4 対象とする温室効果ガス 

温対法の対象とする 7つの温室効果ガスのうち、排出量の多くを占めている二酸化炭

素（CO2）を対象として取組を推進していきます。 

 

 3-5 上位計画や関連計画との位置付け 

本町では、地球温暖化防止対策の一環として、町内の防災拠点となる主要施設におけ

る再生可能エネルギー（太陽光発電システムや蓄電池）の導入を行い、災害時の利用は

もとより、日常の CO2削減に取り組んできました。 

また、2015 年度（平成 27 年度）に温対法に基づき、地球温暖化防止対策を進めるた

めの具体的行動指針を示した、大口町地球温暖化対策実行計画（区域施策編・事務事業

編）を策定し、町内全域における温室効果ガスの削減に本格的に取り組み始めました。

「第 7次 大口町総合計画 2016-2025」（平成 28年 5 月）及び大口町地球温暖化対策

実行計画（区域施策編）（平成 28 年 3 月）では、次の表に示す目標値を掲げ、地球温暖

化対策を行ってきました。 

 

（地方公共団体実行計画等） 

第二十一条 都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即し

て、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並

びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとする。 
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表-3 第 7次大口町総合計画における環境負荷の少ない地域社会の形成のための現状 

と目標値 

計画名称 基本成果指標 
現状値 目標値 

平成 26 年度
（2014 年度） 

平成 32 年度 
（2020 年度） 

平成 37 年度 
（2025 年度） 

第 7次 
大口町 

総合計画 

暮らしの中で二酸
化炭素排出削減に
取り組んでいる割
合 

50.0％ 55％ 60％ 

     

計画名称 基本成果指標 
目標値 

平成 32 年度
（2020 年度） 

平成 42 年度 
（2030 年度） 

平成 62 年度 
（2050 年度） 

大口町地
球温暖化
対策実行
計画（区
域施策
編） 

町域全体の温室効
果 ガ ス 削 減 量
（平成 25 年度比） 短期目標 

（-12％） 
中期目標 
12％ 

長期目標 
61% 

 

 第 2次計画は、温対法第 21条第 1項に基づき策定するものですが、上記の第 7次大口町

総合計画の方針に則りながら、大口町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）と相互に連携

しながら遂行していく計画です。 

 その他、第 2 次計画を策定・遂行するにあたり、本町の以下の関連計画と整合を図りつ

つ、連携し実施していきます。 

 

表-4 第 2次計画と関連する本町の計画等 

計画名称 整合・連携の視点 

大口町公共施設等総合管理計画 
公共施設の統廃合などの将来計画について整合
を図り、本計画の目標設定に反映した。 

大口町ごみ処理基本計画 
ごみ処理量などの将来計画について整合を図っ
た。 

丹羽広域事務組合地域水道ビジョン 水道整備の方針等を踏まえ本計画を策定した。 

丹羽広域事務組合水道整備実施計画 水道整備の方針等を踏まえ本計画を策定した。 

大口町都市計画マスタープラン 
交通施策や都市整備に関する方針等を踏まえ本
計画を策定した。 
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第4章 温室効果ガス排出量の目標 

 

 4-1 方針 

 温室効果ガス排出量の目標は、国の地球温暖化対策計画における目標「役場等の事務事業

である業務部門では、平成 42年度(2030 年度)に温室効果ガス排出量を平成 25年度(2013 年

度)比 40%削減」と同等以上の目標を目指し、以下の削減量推計を行い、検討を行いました。 

 

（１）公共施設の設備更新／運用改善による削減量 

「大口町公共施設等総合管理計画」（平成 29 年 3 月）で掲げられた公共施設の統廃合等

の方針を踏まえ、表-5に示す計画的な設備更新が行われるとしました。 

建物用途毎の削減量は、町内の公共施設 4 施設の省エネ診断結果から得られた削減率を

建築物の用途毎に水平展開し、将来の公共施設の設備更新及び運用による削減量を推計し

ました。 

表-5 削減量の推計に用いた公共施設の設備更新計画の概要 

分 類 対策内容 

設備改修 

照明の LED 化、高効率化 

熱源設備の高効率化 

空調システムの変更 

コージェネレーションシステムの導入 

低損失変圧器の採用 

ＢＥＭＳの導入 

運用改善 
空調室内温度の緩和 

外気導入量の調整 

（２）公用車の燃費改善等に伴う削減量 

その他、将来の次世代自動車の普及、燃費向上等を踏まえ、公用車の燃料使用削減に伴う

削減量を推計しました。 

 

これらの将来の削減量を踏まえ、目標設定を行いました。なお、基準年である平成 25 年

度（2013 年度）の排出量は、環境省マニュアルに基づき当該年度の電力の排出係数を用い

算出しています。 

 

 4-2 基準年度 

基準年度は、国の「地球温暖化対策計画」に合わせて平成 25 年度（2013 年度）としまし

た。 
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 4-3 目標 

 

（１）削減量推計 

公共施設の設備更新／運用改善及び公用車の燃費改善等に伴う削減量推計を行った結果、

以下のとおり、平成 42 年度（2030 年度）に公共施設の設備更新及び運用改善、再生可能エ

ネルギーの導入、電力の排出係数改善及び公用車の燃費改善により、平成 25 年度（2013 年

度）比で約 44％の削減が見込まれました。 

 

注：基準年度（平成 25 年度（2013 年度））の排出量は、平成 25 年度（2013 年度）の電力の排出係

数を用いています。 

図-3 削減量の推移 

 

表-6 削減量と各取組の削減率 

区分 

基準年度 

(平成 25 年

度(2013 年

度)) 

短期 

(～平成 32

年度(2020 年

度)) 

中期 

(～平成 37 年

度(2025 年度)) 

長期 

(目標年度： 

平成 42 年度

(2030 年度)) 

削減率 

（％） 

削

減

量 

運用改善 0  111  111  111  3.8% 

設備更新 0  231 358 624 21.4％ 

再エネ導入等 0  14  14  40  1.4% 

電力排出係数改善 0  115  338  561  19.2% 

公用車燃費改善 0  8  14  19  0.7% 

計 0  480 835 1,355 46.5％ 

排出量(t-CO2) 2,917  2,437 2,082 1,562 － 

削減率（％） － 16.5％ 28.6％ 46.5％ － 
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8 14 19
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長期

（目標年度：

平成42（2030）年度）
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2
排

出
量
(t
-C
O
2
）

排出量 運用改善による削減量
設備更新による削減量 再エネ導入等による削減量
電力排出係数改善による削減量 公用車燃費改善等による削減量

16.5％ 
28.6％ 

46.5％ 
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このうち、設備更新による削減率は約 19%を占めており、計画的な設備更新により、確実

な省エネ対策が期待できます。 

 

以上を踏まえ、短期・中期・長期の削減目標を、以下のとおりとしました。 

 

【温室効果ガスの総排出量の削減目標】 

平成 25（2013）年度比で 

 短期 平成 32 年度（2020 年度）に 15％削減 

 中期 平成 37 年度（2025 年度）に 25％削減 

 長期 平成 42 年度（2030 年度）に 40％削減 します。 
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第5章 取組内容 

 

 5-1 取組の基本方針 

大口町では、温室効果ガス排出量を削減していくために、職員の当事者意識を明確にす

るために、全職員共通に取り組む事項と、特に庁舎・施設管理所属職員が設備の維持管理

や公共施設の統廃合において取り組む事項に分類し、取組内容を示します。 

 

 

 5-2 具体的な取組内容 

（１）職員共通の取組 

第 2次計画では、職員一人ひとりの環境配慮意識の向上が重要であるため、次に示す日

常業務に関する取組を励行します。 

 

表-7 日常業務に関する取組(1/2) 

分類 具体的な取組内容 

電気の使用 

・窓側など消灯が可能な場所においては、日中はできるだけ自然光を取
り入れ、不要な照明を消します。 

・使用していない OA 機器は節電モードの活用又は電源を切ります。 
・退庁時は、OA 機器の主電源を切ります。 
・最終退庁者は、照明及び OA 機器等のスイッチオフを確認します。 
・電気機器を長時間使用しないときは、コンセントを抜きます。 
・湯沸かし後の保温は魔法瓶等を活用する等、多電力消費機器の使用を

控えます。 
・庁内 LAN の活用により周辺機器の共有化を図ります。 
・利用の少ない時間帯において、エレベーターを一部停止します。 
・節電と健康のため、職員は階段の利用に努め、エレベーターは体調不

良・荷物の積み降ろしのみの利用とします。 

物品購入 

・計画的な物品等の購入をし、包装の簡素化を依頼します。 
・使い捨て商品の購入・使用を抑制し、詰め替え商品の購入・使用を促進

します。 
・再生紙が使用されている製品を選択します。（ノート・付箋紙等） 
・再生できる製品、エコマーク等のついた製品を選択します。 
・電気製品を購入・更新する際は、適正規模のものを選択し、エネルギー

消費効率の高い製品を選択します。 
・エネルギー消費の少ない自動販売機へ更新します。 
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表-7 日常業務に関する取組(2/2) 

分類 具体的な取組内容 

用紙類 

・古紙配合率の高い製品を選択します。（コピー用紙等） 
・印刷物の発注時には再生紙を指定します。 
・ファックス送信票を省略する、両面コピーを徹底する等、使用する用紙

を最小限にします。 
・ミスコピーを減らすように努め、ミスコピー用紙は裏紙として活用しま

す。 
・用紙の再資源化を徹底します。 
・各種資料は庁内 LAN の活用、パソコン・プロジェクターの使用等によ

り用紙使用量の削減に努めます。 
・会議資料などの部分修正は、差替えではなく、見え消しや言葉で修正

します。 
・事前配布資料は、再配布を自粛します。 
・会議などにおいては、封筒を使用しません。 
・印刷物の残数把握をして印刷部数を減らします。 
・資料の A4 判化など規格の統一化を図ります。 

公用車 

・公用車は、合理的な走行ルートの選択、不要な積載物は載せない等、
環境負荷の少ない経済運転を徹底します。 

・業務等で同一方向に移動する場合は、相乗りなどにより公用車の効率
的利用を図ります。 

・近くへの移動は、徒歩・自転車の利用を心掛けます。 
・電気自動車やハイブリッド車等、クリーンエネルギー自動車や低燃費

車の導入を推進します。 

資源化・ 
リサイクル 

・庁内で情報交換を図り、使わない物品の再利用に努め、ごみの排出を抑
制します。 

・割り箸・紙コップ等の使用を自粛します。 
・物品等の再利用を行います。（事務用品、容器・包装等） 
・ごみの分別を徹底し、資源化を促進します。 
・古紙や裏紙の回収用ボックスを設けます。 

水利用 

・洗面、歯磨き、食器・器具の洗浄や洗濯などをするときはこまめに水
を止めます。 

・利用者に節水への協力を促進するため、水回りに節水啓発の表示を行
います。 

・公用車の洗車時は、バケツなどを利用して、節水に努めます。 
・月に 1 度はメーターを確認して漏水の有無を確認します。 
・水を使用する機器を購入・更新する際には節水型の製品を選びます。 

その他 

・COOL CHOICE を意識し、啓発や環境イベント等に積極的に参加します。 
・クールビズ、ウォームビスを推進します。 
・6月 21 日夏至の日にブラックイルミネーション、7月 7日七夕の日の

クールアース・デー、その他環境省が唱える一斉消灯に協力します。 
・消灯時には庁内放送し、取組の啓発及び来庁者へのＰＲを図ります。 
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（２）庁舎・施設管理所属職員等の取組 

庁舎や施設の設備機器の更新の際に、COOL CHOICE を意識し、温室効果ガス排出量の少

ない設備機器に買い換えるだけでなく、当該設備機器の運用改善、運転制御や補修・改修

工事の際の工夫でも、効果を得られるよう庁舎・施設管理職員等は次の取組を推進しま

す。 

表-8 庁舎・施設管理所属職員等の取組 

分類 具体的な取組内容 

庁舎等の 
保守・管理 

公用車 

・タイヤ空気圧点検、運転日報の記録等の車両整備・管理を適
切に行います。 

・電気自動車やイブリッド車など、低公害車への切り替えを促
進します。 

その他 

・施設等の長寿命化を図るようにします。 
・各施設の電気、燃料及び水道等の使用量を定期的にチェッ
クします。 

・エアコンのフィルタ等を定期的に点検・清掃し、性能が低
下しないよう努めます。 

・利用頻度の少ない照明器具は電球の間引きをします。 
・利用の少ない時間帯において、エレベーターを一部停止し
ます。 

庁舎等の設
備・機器の運
用改善 

設備・機器等
の購入 

・電気自動車やハイブリッド車等、クリーンエネルギー自動
車や低燃費車の導入を推進します。 

・省エネタイプの照明器具、省資源設備など環境負荷の少な
い機器の導入を推進します。 

・ヒートポンプなどエネルギー効率の高い設備の導入を推進
します。 

・用途に見合った適正規模の機器を選択します。 
・蛇口には、節水コマの取り付けなど節水機能を備える。 
・公共施設に遮熱フィルムの貼付を推進します。 
・変圧器の老朽化に伴い損失の少ない機器に更新を推進しま
す。 

・人感センサーの導入を推進します。 
・建物の規模等に適した高効率空調システムへの更新を推進
します。 

施設の改修、
更新等 

・断熱性能の高い材料を使用します。 
・環境負荷の低い材料の使用に努めます。 
・公共施設の改修・建設等、その他公共事業においては、環
境配慮型建設機械を導入する等、環境負荷の低減に努めま
す。 

・公共施設の周辺の緑化、壁面緑化(緑のカーテン)・屋上緑
化を推進します。 

・南～西側の窓は遮光効果の高い窓に更新を推進します。 
・エネルギー管理システム（BEMS）の導入を推進します。 
・建物の老朽化に伴い適切な規模・要件の熱源や給湯システ
ムに更新を推進します。 

庁舎等の設
備・機器の導
入、更新 

燃料の使用 
・冷暖房時の室温管理を徹底します。 
・ブラインド、カーテン、遮熱・遮光フィルム等の適切な使
用により冷暖房負荷を軽減します。 

再生可能エ
ネルギー 

再生可能エ
ネルギーの
導入 

・太陽光などの新エネルギー導入を推進します。 
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第6章 事務事業編の進捗管理の仕組み 

 

 6-1 推進体制 

第 2次計画は、庁内の全ての部署が連携して取り組む必要があります。推進体制は図-4

に、各主体別の役割を表-9 に示すとおりとし、事務局を中心に庁内の全ての部署が実施

し、その取組状況については外部審査委員による第三者のチェック機能を持たせた実行体

制とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-4 第 2 次計画の推進体制 

 

表-9 各主体とその主な役割 

各主体 主な役割 

町長 第 2次計画の管理・総指揮をとります。 

外部審査委員 
第 2次計画の実施状況の毎年のモニタリング結果のチェック・評
価を行い、町長に報告します。 

事務局 
事務局は、庁内の職員へ計画の内容や具体的な取組内容について
周知と推進を図るとともに、定期的に実施状況を把握し、とりま
とめ、町長に報告します。 

各部署 
各部署で、地球温暖化対策の具体的な取組みを推進し、定期的に
実施状況を事務局に報告します。 
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 6-2 点検・評価・見直し方法 

第 2次計画で定めた取組を着実に実施し、実効性の高い計画としていくために、進行管

理は図-5に示す PLAN（計画）、DO（実施）、CHECK（点検）、ACTION（見直し）の

PDCA サイクルに基づき、実施していきます。 

 

（１）点検・評価・見直しの実施 

庁内の取組状況について、毎年度の温室効果ガス排出量の把握を行い、第 2次計画の取

組内容の点検し、効果の把握に努めます。温室効果ガス排出量及び取組の実施状況など

は、外部審査委員に報告し、取組みの見直し等について協議を行います。 

 

 

図-5 PDCA サイクル 

 

  

Ｐｌａｎ

Do

Check

Ａｃｔｉｏｎ

【現行組織・事務局】 
・施策・取り組み内容

の立案 
・年間実施計画の立案 

【現行組織・事務局】 
・施策・取り組み内容の

立案 
・年間実施計画の立案 

【ワーキンググループ・所
属長・事務局】 

・施策・取り組みの点検 
【外部審査委員】 
・毎年のモニタリング結果
のチェック・評価 

【所属長・事務局】 
・施策・取り組みの

見直し 
・改善点の提案 
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（２）年間の実施計画 

 実行計画（事務事業編）の実施は、1 年単位でエネルギー使用量の状況把握や取り組み

状況の把握を行い、評価及び見直しを実施し、外部審査委員による第三者チェックを受け

ることとします。 

また、職員の異動等に対応するため、毎年実行計画（事務事業編）の内容に係る研修会

を実施する等、カーボン・マネジメントの強化のための取組を行います。これらの取組の

実施スケジュール及び各主体の役割分担を表-10 に示します。 

 

表-10 実施スケジュール及び役割分担 

 

 

 

（３）中長期的な計画の点検・評価及び見直し 

実施した取組の効果を検証し、必要に応じて計画を見直すなど、PDCA サイクルを基本

に、５年ごとの計画見直しを予定します。また、計画を取り巻く情勢が大きく変化した場

合については、必要に応じて適宜計画の見直しを行うこととします。 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

事
務
局

所
属
長

全
職
員

施
策
推
進
会
議

（
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ

）

外
部
審
査
委
員

Plan
（計画）

省エネ対策の策定 ○ ○ ○

取り組みの実施 ○

取り組みの推進 ○ ○ ○

職員研修等 ○ ○

エネルギー使用量
の確認

○ ○

取り組みの点検 ○ ○ ○

取りまとめ ○ ○ ○

評価 ○ ○ ○ ○

計画の見直し
改善

○ ○ ○

公表 ○

前期分

Do
（実行）

Check
（点検）

Action
（見直し）

実施項目

前年度分
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図-6 目標年度までの多層的な PDCA サイクル 

 

 6-3 公表の体制及び手続方法 

点検・評価結果については、庁内の各部署に職員向けポータルサイトなどで周知するほ

か、町の広報やホームページ等を通じ、町内の町民・事業者の模範となるよう、広く公表

します。そのほか、町や愛知県の環境イベント等を通じ、セミナー等で近隣市町村へ町の

実行計画に関する取組を広く紹介するなどして、周辺への波及効果に資することとしま

す。 

 

以上 

毎年度のＰＤＣＡ 

一定期間の 

ＰＤＣＡ 

Ｐ 

Ｄ 

Ｃ 

Ａ 

事務事業編 

短期 

事務事業編 

中期 

事務事業編 

長期 

基準年度 平成 25 年度（2013 年度） 

目標年度 平成 42 年度（2030 年度） 

Ｐ共通目標・施設目標の設定 
環境法令等の遵守 

Ｄ取組の推進 
 職員の環境学習 

Ｃ年間エネルギー使用量の報告 
 個別目標の取組状況の評価 

A 各部署の統括、改善・工夫 
 市の統括、システムの見直し 


	

